


２ 参加申込 

（１）参加表明 

本公募型プロポーザルに参加する意思がある場合は、令和４年１２月２７日（火）

午後５時（消印有効）までに、参加表明書（様式１）を提出するものとする。な

お、参加表明書を提出後に参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式６）を提出

すること。 

（２）参加資格 

本事業に参加できるものは、以下の要件をすべて満たしている者とする。 

①企画提案書締切日において、令和４年度平川市入札参加資格者名簿（物品・役

務）に登載されていること。 

②公示日において、地方自治法施行令第１６７条の４の規定のいずれにも該当し

ないものであること。 

③次のいずれにも該当しない者であること。 

ア このプロポーザルの実施公告の日以降に、民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 

イ このプロポーザルの実施公告の日以降に、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者 

④役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有しているものでないこと。 

⑤市町村民税の納付義務を有する者にあっては、納付期限の到来した当該市町村

民税を完納していること。 

 

３ 質問および回答 

（１）質問書の提出 

①提出期限 令和４年１２月２８日（水）午後５時 

②提出方法 電子メールに質問文書（様式７）を添付し、１の（６）の Email ア

ドレスへ提出すること。なお、電子メール送信後は必ず電話にて送

信の旨を連絡すること。 

※電話での質問は不可。質問がない場合の提出は不要とする。 

 

（２）質問書の回答 

質問書の回答は令和５年１月６日（金）午後５時までに行い、参加表明書を提

出した者すべてへ送付する。なお、質問に対する回答は、本業務の実施要領や要

求水準に記載する内容への追加又は修正とみなす。 

 

 

 

 

 



４ 企画提案書の提出 

（１）作成方法等 

①各様式は、Ａ４縦長又は横長横書きを原則とする。 

②企画提案書は簡易ファイル等に綴じ、順序と項目は各社の内容を比較するた

め、原則として４（２）②から⑥の順とする。 

※なお、提案参加に係る費用は提案者の負担とする。 

③提出期限 令和５年１月１２日（木）（必着） 

④提出方法 持参（時間は午前８時１５分から午後５時までとする。（土曜日、

日曜日、祝日、１２月２９日から１月３日を除く。））または郵送

とする。 

⑤提 出 先 １の（６）のとおり 

⑥提出部数 書面１０部、電子データ（ＰＤＦ化したファイルをＣＤ－ＲＯＭ

あるいはＤＶＤ－ＲＯＭに保存）１部 

（２）提出書類 

①審査書類及び企画提案書等提出書（様式２） 

②会社概要調書（様式３） 

③企画提案書（様式４） 

④業務計画書（工程表、実施体制等）（様式任意） 

⑤業務実績書（様式５） 

⑥積算内訳を記載した導入経費の見積書（様式任意） 

⑦積算内訳を記載した保守及び運用経費の見積書（様式任意） 

 

（３）企画提案書の取り扱い 

①提出後において、記載された内容の追加及び変更は原則として認めないもの

とする。 

②提出された企画提案書は、返却しない。 

③提出された企画提案書は、必要に応じて複製する場合がある。 

④提出された企画提案書は、契約に至った場合に使用する他は事業者選定以外

に使用しないものとし、平川市の文書管理規定等に従い責任を持って管理・

廃棄を行う。 

⑤提出された企画提案書は、営業上の秘密に該当する部分があると考えられる

ことから、原則公開しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ プレゼンテーション審査 

①実 施 日 令和５年１月１６日（月）午後（予定） 

      ※確定次第、時間及び場所を別途連絡する。 

②審 査 員 平川市ペーパーレス会議システム構築業務事業者選定委員会委員 

③所要時間 ３０分程度（プレゼンテーションを１５分以内とし、残時間を質

疑応答とする）とし、参加者数に応じて変動するものとする。 

④準 備 物 必要な機材（ＰＣ等）は、提案者が用意すること。 

※プロジェクター及びスクリーンは当市で用意する。 

⑤審査方法 提案者ごとに企画提案書に関する説明等を行い、その後審査員に

よる質疑を行う。 

⑥説 明 者 出席者は４名以内とする。 

⑦説明方法 提出した書類で説明を行うことを基本とする。なお、パワーポイ

ント等による画像の投影については、その内容が提出された企画

提案書に合致しており、提案内容の理解を助けるものであればそ

の使用を認めることとする。 

⑧そ の 他 提案者が１者となった場合でもプレゼンテーション審査は行う。

審査結果に関する質問には回答しない。 

      新型コロナウイルス感染症の蔓延状況によっては、リモートによ

る審査に変更する場合がある。 

 

６ 受注候補者の選定 

（１）選定方法 

平川市ペーパーレス会議システム構築業務事業者選定委員会（以下「委員会」

という。）が、提出書類及びプレゼンテーションにより、選定基準の項目に沿っ

て１５０点満点で評価を行い、選定委員による採点の合計点の平均点が９０点以

上かつ平均点がもっとも高い提案者を受注候補者として特定する。 

なお、平均点の最も高い提案者が複数あった場合は、そのうちから委員会委員

長が採用を決定する。 

（２）選定基準 

審査は、以下に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとす

る。 

評価項目 評価基準 配点 

提案内容 

要求水準別紙１のシステム要件１．資料登録・配

布機能について、正確性、容易性、快適性等を総

合的に評価する 

２０点 

要求水準別紙１のシステム要件２．閲覧機能につ

いて、正確性、容易性、快適性等を総合的に評価

する 

２０点 

要求水準別紙１のシステム要件３．メモ機能につ

いて、正確性、容易性、快適性等を総合的に評価

する 

２０点 



評価項目 評価基準 配点 

提案内容 

要求水準別紙１のシステム要件４．同期機能につ

いて、正確性、容易性、快適性等を総合的に評価

する 

２０点 

要求水準別紙１のシステム要件５．管理・セキュ

リティ機能について、正確性、容易性、快適性等

を総合的に評価する 

２０点 

その他独自機能について、総合的に評価 １０点 

業務実施方針と積

極性 

業務の保守・運用におけるサポート体制（システ

ムのサポート）を評価する 
１０点 

業務内容遂行に当たり、積極性が見られる場合に

評価する 
１０点 

業務の実施体制、工程計画を評価する  ５点 

事業者の業務実績 
ペーパーレス会議システム構築業務の受託実績を

評価する 
 ５点 

見積価格 経費積算は妥当か １０点 

合    計 １５０点 

 

７ 審査結果に関する通知 

（１）企画提案書を提出した者には、令和５年１月２０日（金）までに文書により審

査結果を通知する。 

（２）失格要件 

①２（２）の参加資格を満たしていないと判断される場合。 

②必要書類の提出方法に合致しない場合。 

③必要書類をその提出期限内に提出しない場合。 

④必要書類に記載すべき事項が記載されていない場合。 

⑤必要書類に使用する言語について、やむを得ないと判断できるものを除き、

日本語としなかった場合。 

⑥必要書類に虚偽の内容を記載した場合。 

⑦見積限度額を超えて見積もった場合。 

 

 

 

 

 

 

 



８ 契約手続 

受注候補者と本市の間で協議を行い、協議がととのった時点で地方自治法施行

令第１６７条の２第１項第２号に定める随意契約を締結することを原則とする。

また、受注候補者が応募資格を満たさないと判明した場合は、選定結果の次点の

者と順次交渉するものとする。 

契約に際しては、平川市財務規則に則り契約を締結する。 

なお、当該契約にあたり、企画提案内容（見積額含む）をもって、そのまま契

約をするとは限らない。 

 

９ 契約締結日 令和５年１月下旬（予定） 

 

１０ スケジュール 

参加表明書受付期限 令和４年１２月２７日（火）午後５時 

質 問 書 受 付 期 限 令和４年１２月２８日（水）午後５時 

質 問 書 回 答 令和５年 １月 ６日（金）午後５時まで回答 

企画提案書提出期限 令和５年 １月１２日（木）午後５時 

プレゼンテーション 令和５年 １月１６日（月）（予定） 

審 査 結 果 通 知 令和５年 １月２０日（金）（予定） 

 

１１ 留意事項 

契約締結後、契約相手方に本提案における不正・虚偽記載等が認められる行為

が判明した場合は契約を解除できるものとする。やむを得ない事由等により、プ

ロポーザルを実施することができないと認められた場合は、プロポーザルを中止

することがある。なお、この場合において、当該プロポーザルに要した費用を本

市に請求することはできない。 

 

１２ その他 

（１）提案された書類全ての作成・提出にかかる経費は、提案者の負担とする。 

（２）提出された書類は、返却しない。 

（３）提出された書類は、当該審査以外の目的で提案者に無断で使用しない。 

（４）特定した提案内容については、平川市の情報公開条例に基づき開示請求があっ

た場合、当該提案者の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについ

て、開示を予定している文書とする。 

 


